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大津市子ども・若者支援計画の進捗について 

 計画の策定趣旨と基本理念  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の就業率や共働き

世帯の割合の増加による

生活環境の変化 

核家族化による 

子育ての負担感や 

孤立感の高まり 

地域の繋がりの希薄化による幅

広い年代の人々との関わりや体

験の機会の減少 

少子化による集団や異年

齢の中で育つ機会の減少 世帯の貧困の問題 

児童虐待相談

件数の増加 

『大津市子ども・若者支援計画』（Ｒ２～Ｒ６） 

子育て負担感・孤立感を緩和し、 
子どもの成長に感動し、子育てに喜びを感じな
がら親も育つ社会の形成 

社会のあらゆる分野が子ども・若者への支援に
ついて理解と関心を深め、役割を果たしながら
支え、育ち合う環境づくり 

ひとりひとりが発達段階に応じた個性や能力を
発揮しながら自信と誇りをもって成長し、社会で
活躍できるよう支援 

子育て家庭と子ども・若

者を取り巻く環境は常に

変化し、かつ厳しい状況 

『子ども・若者の最善の利益』が実現できる社会を目指し、 

子どもが生まれる前から自立する若者になるまでを切れ目なく支援する 

１．安心して子どもを産み、育てることに喜びを

感じられる支援の充実 

２．すべての子ども・若者が健やかに育ち、自立

できる環境づくり 

３．行政・学校園・地域が協働で子ども・若者

の育ちを支える社会環境づくり 

４．支援を必要とする子ども・若者へのきめ細や

かな支援の充実 

５．貧困の状況にある子ども・若者たちへの支

援の充実 

６．虐待から子ども・若者を守る環境づくり 

基本理念を実現するための６つの基本目標 

基本目標 みんながつながり、ともに育ち合うまち 大津 ～子ども・若者の輝ける未来のために～ 
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 Ｒ６年度計画進捗状況総括  

◆施策の実施状況について 

   ６つの基本目標ごとにひも付けられた２１５の事業（再掲を除く）について、５１の担当課が自己評価を行った。

事業の実施状況の内訳は以下のとおり。 

   なお、全体（２１５事業）に対する、拡充・推進した事業（２１２事業）の割合は下表のとおり。 

＜維持・推進＞・・・２０５事業（▲１事業） ＜拡 充＞・・・７事業（＋１事業） 

＜縮 減＞・・・１事業（±０事業）  ＜休 止＞・・・０事業（▲１事業） 

   ＜事業終了＞・・・１事業（±０事業）  ＜廃   止＞・・・１事業（±０事業） 

また、２１５の事業のうち４３の事業については、事業ごとに数値目標を設定しており、担当課から毎年度実績

の報告を求めている。なお、目標に対する達成度については、下表のとおり。 
 

  

 

計画期間を通しての総括  

◆主な取組の成果について 

１．安心して子どもを産み、育てることに喜びを感じられる支援の充実 

⚫ 妊婦健康診査の無料化と産婦健康診査の費用助成を開始した（令和６年度から）（図１参照）。 

また、子どもの医療費助成制度の拡充をした（令和５年１０月から）。 

⚫ 児童クラブにおける学校施設等の活用や民間児童クラブの設置を促進し、利用者受入可能人数が令和２

年度の 4,910人に対して和 6年度の 5,565人となった。（利用実績は図２参照）。 

⚫ 子育てアプリのリニューアルを実施した（令和 5年 3月）。 

２．すべての子ども・若者が健やかに育ち、自立できる環境づくり 

⚫ 公立保育園の耐震整備の推進し、全ての公立保育園の耐震整備が完了した（令和６年度）。 

⚫ 公立幼保連携型認定こども園の設置（令和６年４月１日）及び新大津市幼児教育・保育カリキュラムの

改訂を行った（令和５年度）。 

３．行政・学校園・地域が協働で子ども・若者の育ちを支える社会環境づくり 

⚫ 子育て親子の交流等を促進する地域子育て支援拠点として大津市立児童館を位置付け、実施箇所数を

7 か所から１２か所へ増やし、拠点の拡充を図った（令和４年度から）（図３参照）。 

４．支援を必要とする子ども・若者へのきめ細やかな支援の充実 

⚫ 療育環境整備のため、東部子ども療育センターの増設工事を実施した（令和５年１１月完成）。 

⚫ 教育支援ルームの増設（令和６年度）など、社会的自立や学校復帰につながる支援の充実を図った。 

５．貧困の状況にある子ども・若者たちへの支援の充実 

⚫ 子ども食堂等支援事業費補助金を創設した（交付実績：令和４年度１０か所、令和５年度１３か所、

令和６年度１９か所）。 

６．虐待から子ども・若者を守る環境づくり 

⚫ 子どもの居場所づくり事業の実施場所拡充した（令和２年度１か所⇒令和６年度３か所）。 

⚫ 子育て短期支援事業の対象年齢の拡大及び要件の緩和を行った（令和３年度）（図４参照）。 

 令和 2年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

拡充、推進した事業の割合 92.96％ 92.96％ 99.53％ 98.14％ 98.60％ 

評価指標事業の達成度合 74.63％ 86.68％ 93.01％ 98.66％ 90.54% 
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 ◆地域子ども・子育て支援事業の主な実績 

 教育・保育の提供体制  

◆教育・保育の定員と利用実績について 

 １号認定、2号認定、３号認定の区分ごとの、市全体における定員と利用実績の推移は次のとおり。 

 １号認定子どもは、定員に対して利用実績が非常に少なく、減少傾向である。 

 ２号認定子ども及び３号認定子どもは、定員に対して同数程度の利用実績があり、近年微減傾向である。 

⚫ １号認定子ども（教育ニーズ） ⚫ ２号認定子ども（保育ニーズ） 

  

⚫ ３号認定子ども（保育ニーズ）  

 

 

  

 

⚫ 図１ 妊婦健診事業 ⚫ 図２ 放課後健全育成事業 

  

⚫ 図３ 地域子育て支援拠点事業 ⚫ 図４ 子育て短期支援事業 

 
 


